
 

安全運転のポイント

◆おいしいレシピ◆～なすとチキンのフレッシュトマト煮～

【作り方】

１．鶏肉は余分な脂肪を取り除いて一口大に切り、塩小さじ1/3、こしょう少々をすり込む。

トマトはへたを取り、2～3cm角に切る。なすはへたを切り、幅2cmの輪切りにする。

２．フライパンに鶏肉、なすを入れ、オリーブオイル大さじ1と1/2を加えてからめる。

３．水1/4カップを加えて中火にかけ、煮立ったらふたをして7分ほど蒸し煮にする。トマトと、

塩小さじ1/3、こしょう少々を加えてざっと混ぜ、強火にする。汁けがほとんどなくなる

までときどき混ぜながら煮つめ、器に盛る。

☆ポイント☆少量の油をからめて水を加え、ふつふつしたらふたをして「蒸し煮」に。

【材料】2人

分厚く切った大ぶりのなすも「少ない油の蒸し煮」でしっとり柔らかに。

トマトのさわやかな風味で夏らしさ満点！材料のシンプルさも魅力的です。

地震、大雨などの災害時には、それに便乗した悪質商法が多数発生しています。悪質商法は災害発生地域だけ

が狙われるとは限りません。災害に便乗した悪質な商法には十分注意してください。

特に最近は「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」など、「保険金が使える」と勧誘する手口

について、全国の消費生活センター等に相談が寄せられています。

また、義援金詐欺の事例も報告されています。義援金は、たしかな団体を通して送るようにしてください。

ご用心 災害に便乗した悪質商法

【相談事例】

工事、建築

・認知症の父が来訪した工事業者に勧められ不要な屋根修理契約をしてしまった。

・台風で自宅の屋根瓦がずれ、見積もりのつもりで業者を呼んだら、屋根にビニール

シートをかけられ高額な作業料金を提示された。仕方なく支払ったが納得できない。

・日に3～4回訪問され、屋根の吹き替え工事契約を迫られた。

・屋根の無料点検後、このまま放置すると雨漏りすると言われ高額な契約をさせられた。

・豪雨で雨漏りし修理してもらったがさらにひどくなった。

「保険金」を口実にした勧誘

・「損害保険で雨どいの修理ができる」と業者の訪問を受けた。せっかくなのでドローンを使って屋根の撮影

もしてはどうかと言われ、お願いした。不安になったので断りたいが、業者と連絡が取れない。

・3年前に起きた災害の被災地調査員を名乗り、保険の請求期限まで半年を切ったので、保険金請求のための

サポートをすると言われ、契約したがクーリング・オフしたい。

・台風の後片づけをしていたら、業者が来訪し、損害保険を使って無料で雨どい修理ができる、経年劣化で壊

れたものも保険でできると言われた。不審だ。

・先日の台風で雨どいが壊れ外壁もはがれた。「火災保険で修理できる」という業者が突然来訪し、保険請求

手続の代行と住宅修理を依頼したがやめたい。

寄付金、義援金

・ボランティアを名乗る女性から募金を求める不審な電話があった。

・市役所の者だと名乗る人が自宅に来訪し義援金を求められた。

（出典：独立行政法人国民生活センターホームページ）

【消費者へのアドバイス】

工事、建築

・修理工事等の契約は慎重にしましょう。

・契約を迫られても、その場では決めないようにしましょう。

・契約後でも、クーリング・オフができる場合があります。

「保険金」を口実にした勧誘

・「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約せず、加入先の保険会社や

保険代理店に相談しましょう。

・経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などの事故による損傷と申請するなど、

うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう。

寄付金、義援金

・不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断りましょう。

・金銭を要求されても、決して支払わないでください。

・公的機関が、電話等で義援金を求めることはありません。

・寄付をする際は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認しましょう。

相談窓口を利用しましょう

お困りの際には、一人で悩まずお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

全国の消費生活センター等の相談窓口、消費者ホットライン（188）

警察(全国共通の短縮ダイヤル「#9110」、最寄りの警察本部・警察署の悪質商法担当係）

◆知って得する保険の話◆ ～保険料控除制度について～
対象となる契約の払込保険料について、所得税と住民税の負担を軽減できる制度を

保険料控除制度といいます。保険料控除制度では、その年の1月1日から12月31日

までの1年間に払い込まれた保険料の一定額を課税所得から控除することができます。

保険料控除制度には地震保険料控除制度と 生命保険料控除制度の2種類があります。

ぜひ、生命保険や地震保険へのご加入をご検討下さい。

「ちょっと聞いてみたいな」ということがございましたら、どうぞお気軽にお声掛け下さい。

坂道では、速度のコントロールを誤ったり、ハンドル操作などが不適切だと、重大な事故につながる

恐れがあります。そこで今回は、坂道の安全走行のポイントをまとめてみました。

【坂道の安全走行】

①長い下り坂でフットブレーキを使い過ぎると、ブレーキが効かなくなることがあります。

低速ギアにしてエンジンブレーキを活用しましょう。

②下り坂では加速がつくため停止距離も長くなります。前車との車間距離を十分にとって、前車の

減速や停止にも余裕をもって対応できるようにしておきましょう。

③上り坂の頂上付近はその先が死角となります。そのため上り坂の先に横断歩行者がいても発見が

遅れてしまう危険があります。坂道の頂上付近は徐行が義務づけられていますから、必ず徐行し

て上り坂の先の状況をしっかり確認しましょう。なお、上り下りを問わず、坂の頂上付近の駐停

車は禁止されていますから、駐車も停車もできません。勾配の急な坂道も同様です。

④上り坂で前車に続いて停止するとき、あまり接近し過ぎると、発進時に後退した前車と接触する

危険があります。上り坂で前車に続いて停止するときは、前車の後退を予測し十分な車間距離を

とっておきましょう。

⑤狭い坂道で対向車とすれ違う場合は、下りの車が停止して上りの車に道を譲りましょう。

ただし、上りの車の近くに待避所がある場合は、上りの車でも待避所に

入って下りの車の通過を待ちましょう。

⑥片側が崖になっていて、安全な行き違いができない場合は、崖側の車が

一時停止して道を譲りましょう。

・なす 3～4個（約300g） ・鶏もも肉 1枚（約250g）

・トマト 2個 ・塩、こしょう、オリーブオイル


